
「税捐稽徴法」（税務調査徴収法）の改正について 

 

「税捐稽徴法」（税務調査徴収法）は台湾の税金徴収の基本法である。関税と鉱物税以外

の全ての国税や地方税に関する調査及び税の徴収は同法に基づき行なわれる（第２条）。 

同法の第２８条は税法上の不当利得の返還に関する規定であり、「納税義務者は、法令適

用の誤り又は計算の誤りのため、過大に納付した税金について、納付した日から５年以内

に具体的な証拠を提出し、還付申請を行うことができる。当該期限が経過し、かつ当該期

限内に還付を申請していない場合には、還付を申請してはならない。」と規定している。 

このような、税金を納付した日から５年が経過すると税金還付を申請してはならないと

いう制限には、国民から様々な苦情が寄せられていた。たとえば、建物に関する税金還付

についての苦情が挙げられる。台湾において、建物を有する者は、台湾の「房屋（建物）

税条例」により毎年課税される。事業用の建物の場合、税率は建物の価値の３％であり、

自己の居住用の建物の場合、税率は建物の価値の１．２％である。台湾のある有名な弁護

士は、自己居住用の建物を有しているが、台北市政府にその建物を事業用と認定されたた

め、１５年間に延べ１７万台湾ドルの房屋税を過大に徴収された。当該弁護士は、税金の

過大納付に気づき、台北市政府に対し、過大に徴収された分の税金の還付を請求したが、

台北市政府は自らの誤りを認めながらも、上記の「税捐稽徴法」の第２８条により５年分

の過大納付分の税金の還付しか認めなかった。当該弁護士は台北市政府の決定に対し不服

を申し立て、台北高等行政裁判所にも提訴したが、敗訴した。 

上記の事例のような国民の不満の声が多く寄せられていたため、台湾の行政院は、「税捐

稽徴法」第２８条を改正し、その改正案を立法院に提出した。改正案の内容は下記のとお

りである。 

 

１．改正案では、税金還付の申請期間の規定が、国民が自らの誤りで過大に納付した場合

と、政府の税務調査徴収機関の誤りで過大に納付した場合に分けられている。国民が

自らの誤りで過大に納付した場合については、改正案の第２８条第１項は、「納税義務

者は、自らの法令適用の誤り又は計算の誤りのため、過大に納付した税金に対し、納

付した日から５年以内に具体的な証拠を提出し、還付申請を行うことができる。当該

期限が経過し、かつ当該期限内に還付を申請していない場合には、還付を申請しては

ならない。」と規定し、自らの誤りで過大に納付する場合の還付期限を明確にした。 

２．政府の税務調査徴収機関の誤りで過大に納付した場合について、改正案の第２８条第

２項は、「納税義務者が、税務調査徴収機関の法令適用の誤り、計算の誤り、又はその

他政府機関の責めに帰することができる誤りのため、税金を過大に納付した場合、税

務調査徴収機関は、誤りを知った２年以内に調査のうえ誤りを明らかにし、過大に納

付された税金を還付しなければならない。還付する税金は、５年以内に過大に納付さ

れた分に限らない。」と規定し、国民が自らの誤りで過大に納付した場合と区別してい



る。 

３．改正案が施行される前に税務調査徴収機関が過大に徴収した分の税金の還付を受ける

ことができるよう、本改正案の第２８条第３項は、「本条の改正が施行される前に、前

項の事由により税金を過大に納付した場合、改正後の規定を適用する。」と規定してい

る。そのため、同案が施行されるまでに税務調査徴収機関の誤りで過大に納付した税

金については、本改正案が適用されることになる。よって、本改正案が可決され実施

されれば、本改正案の第３項により、上記の本改正案が施行される前に発生した過大

徴収の事例においても、当事者が税金の還付を受けることが可能となる。 

４．税務調査徴収機関が本改正案の施行前に発生した過大徴収を調査・還付しないことを

防ぐために、本改正案の第４項は、税務調査徴収機関が本改正案の施行までに誤りを

知っていた場合、上記本改正案第２項の２年間の調査及び還付期間は、本条の改正の

施行日より起算されるとしている。 

 

現在、改正案は立法院において審議中であり、立法院で可決されれば施行される見込み

である。 

 

以上 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＊本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提

供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によっ

て大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言

をご希望される方は、弊事務所にご相談ください。 

 


